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２０１６年度事業報告書 

 

特定非営利活動法人 釜ヶ崎支援機構 

 

Ⅰ事業期間  

２０１６年４月１日～２０１７年３月３１日 

 

Ⅱ事業の成果と課題 

ホームレス自立支援法延長に向けた取り組み 

２０１７年８月に期限を迎える「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」の再々延長に向けて、

ホームレス支援全国ネットワーク、大阪ホームレス就業支援センター運営協議会、大阪府・大阪市ととも

に厚生労働省への働きかけ、議員へのロビー活動を行った。 

生活困窮者自立支援法では、ホームレス生活者を対象とするという文言がないこと、概数調査と生活実

態調査によって実情を検討して対策を実施できないこと、ホームレス自立支援法が生活保護法をはじめと

する諸制度活用を結びつける総合的な法律となっていること、旧来人権を持つとはみなされなかったホー

ムレス生活者に人権があるとしたこと、国が責任を持つこと、就労対策を行うことを明記したこと、「ホ

ームレスとなることを余儀なくされるおそれのある者が多数存在する地域においてホームレス化を防止

する対策を実施する」としたこと、以上のことが、ホームレス支援法の延長が必要となる理由である。 

２０１６年前半、厚生労働省は、生活困窮者自立支援法への移行によりホームレス自立支援法の役目は

終了するというスタンスであったが、後半は、積極的にホームレス自立支援法の延長を支持し、省として

取り組む形に変化した。 

ホームレス支援全国ネットワークの呼びかけにより、ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法 

延長に関する要望書をもとに署名活動を１０月から行って、法延長問題の社会化に努めた。また延長期間

の要望を５年ではなく１０年とした。 

 これら活動の成果として、２０１７年４月５日院内集会開催に至った。釜ヶ崎から７１人、全国から２

８９人が結集し、国会において法延長実現に向け動いていく流れを作ることができた。 

 

社会的就労の拡充と実効性ある社会再包摂策を求める活動 

反失業連絡会の一員として、６月１７日「釜ヶ崎の就労対策に関する要望書」を大阪府・市に、９月７

日「釜ヶ崎の生活支援に関する要望書」を大阪市に、１月４日「釜ヶ崎対策に関する要望書」を提出、要

望行動に取り組んだ。特に９月７日以後の要望では、高齢のホームレス生活者の早期の野宿脱出に結びつ

く住宅扶助単給と特掃の制度の複合を打ち出し、柔軟かつ実効性のある対策を求め、運動の展開を進めて

いる。 

 

居場所機能のさらなる拡充 

  ２０１６年５月からあいりんシェルターの一部としての昼の居場所棟を開所することができた。それ

まで昼の居場所として開けていた日雇労働者就労支援センター（旧禁酒の館）と比すると大幅に面積が拡
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大し、利用数も増えることになった。釜ヶ崎支援機構の発足前から反失業連絡会を中心に釜ヶ崎の日雇労

働者・野宿生活者が求めてきた、緊急避難所の拡充が一定程度達成されたといえよう。 

 高齢化・野宿の長期化が顕著になっている現在の釜ヶ崎で、現時点で生活保護を受けることを希望しな

い人々にとって、緊急避難所＝居場所機能の充実は今後も積極的に取り組み、対策をうっていかなければ

ならないポイントである。 

 特掃以外の就労支援による収入のアップを応援するため、就労支援事業部との連携強化を図っていかな

ければならない。 

 

Ⅲ事業の実施状況 

 

１．就労機会提供事業 

 

① 高齢日雇労働者就労自立支援事業 

大阪府からは「高齢日雇労働者就労自立支援事業」を受託した。そのうち「あいりん地域外清

掃業務」では、のべ１８，８７２人を雇用して、府立施設・府立高校・道路・河川等で、除草・

清掃・剪定等の作業を行った。「あいりん労働福祉センター就労斡旋機能向上業務」では、のべ７，

４９０人を雇用して、あいりん労働福祉センターに出入りする求人車両の誘導ならびに清掃作業

を実施した。 

 

② あいりん日雇労働者等自立支援事業高齢日雇労働者社会的就労支援 

大阪市からは「あいりん日雇労働者等自立支援事業」内「高齢日雇労働者社会的就労支援」を

受託した。 

そのうち、「あいりん地域内の環境美化に関する作業」においては、のべ１８，３５１人を雇用

してあいりん地域内の道路清掃、側溝清掃、自転車整理、剪定・除草作業を実施した。 

「あいりん地域外の環境美化に関する作業」においては、のべ１５，３０５人を雇用して、市

有地・道路・公園等での除草・剪定および清掃等、市立保育所でのペンキ塗り・剪定・修繕等の

作業を実施した。 

本年度より、地域からの要望を受けて、大阪市と協議の上、地域内清掃を鶴見橋１丁目・長橋

１丁目の一部、また山王２丁目の一部に、延伸して実施することになった。 

 

③ メーデー会場清掃業務 

連合大阪の協力のもと、委託を受け、５月１日連合大阪主催大阪メーデー会場の清掃を、８０

名雇用して実施した。 

 

④ その他請負業務 

民間企業等から幅広く除草･塗装･剪定等の作業を請負い、作業を実施し、釜ヶ崎の日雇労働者

やホームレス生活者の就業機会の確保に努めた。 

 

２．居場所提供事業 
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① あいりん日雇労働者等自立支援事業居場所支援 

夜間シェルターの運営 

大阪市から委託を受けて、あいりんシェルター（萩之茶屋１－管理運営業務を実施した。開所

日数は３５９日。のべ利用人数（２１時閉門時）１１４，４２２人。空調がついた効果があり、

利用人数は約４．９％の増となっている。 

 

昼の居場所棟の運営 

大阪市から委託を受けて、夜間シェルター北側に２０１６年５月より、年間で２５６日９時～

１７時昼の居場所棟を開放し、居場所・洗濯機・シャワー等の提供をおこなった。２０１６年度

は、のべ利用者数６７，１２５人が利用した。また、週１回ペースで無料散髪を提供し、のべ２

９８人が利用した。夜間シェルターと昼の居場所棟とあわせて、４９，１１９人がシャワーを利

用した。 

 

② あいりん日雇労働者等自立支援事業越年時支援 

２０１６年１２月２９日から翌１月４日早朝まで、あいりん地域に居住する単身日雇労働者で

あって、年末年始に仕事を得られないため、自ら食及び住を求めがたい者３５１人に対し、あい

りんシェルターにて宿泊場所を提供するとともに食品・日用品等を支給した。 

また、地域の日雇労働者、生活困窮者からスタッフを採用し、のべ１２月２６３人、１月３０１

人の就労機会を作った。 

 

３．相談・サポート事業 

   

① 就業支援事業 

大阪ホームレス就業支援センター運営協議会から委託を受けて、就労自立を目指す人への就職

相談・就職支援事業を実施し、求人情報の提供・求人企業への紹介、面接の受け方および履歴書

作成の指導をした。履歴書用の写真撮影・提供、携帯電話・自転車・スーツ等の貸し出しを行っ

た。また、南事務所に、パソコンを設置して、ハローワークインターネットサービスの求人検索

用に提供した。２０１６年度新規登録人数は１５４人、相談実人数は６９８人、相談件数は１，

０８１件、常用就職実績２７人、期間就職延人数は、２，３７１人となった。 

また、就業支援員１０人を大阪府・大阪市が実施する特別清掃における現場監督・指導を行う

ために配置し、作業指導とともに、日常の相談を実施し、就職相談・訓練事業等への中継を行っ

た。 

特別清掃に配置した就業支援員の相談実績は、就労相談７７６件、生活相談８１２、実相談者

数１２６０人となった。 

 

② あいりん日雇労働者等自立支援事業相談支援 

大阪市から「あいりん日雇労働者等自立支援事業」内「相談支援」を受託、実施した。あいり

ん地域の日雇労働者等に対し、特別清掃や居場所支援、地域密着型就労自立支援事業と連携しつ
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つ、健康相談、生活相談等を行い、就労自立、野宿からの脱出を助ける支援を行った。   

シェルター利用者を対象とした夜間相談会や特掃登録者を主に対象とした特掃詰所での歯科相

談会・健康相談会を医師・看護師・保健師・弁護士との協働で開催した。シェルター相談会は２

４回、歯科相談会は４８回、健康相談は２２回実施した。歯科相談については、歯科保健研究会

の協力のもと無料低額での診察を行っていただいている。相談件数２０９件のうち、治療を行っ

たのが１４５件だった。すべてを無料で対応するのではなく、社会保険の活用と生活の計画を賦

活するために相談を行うので、分割払いが増加傾向にある。高齢化の影響もあり、義歯を紛失す

るケースへの対応も目立っている。また毎朝特別清掃の面着時に輪番労働者に声かけを行い、就

業支援員等から現場作業のようすを報告してもらいながら、体調が思わしくない／高齢などの方

を相談し、寄り添い型の支援を行った。 

疥癬が地域で流行したため、シェルター・特掃との情報共有を強化し早期相談開始に努めた。

ケアセンターの利用ができない場合、入院の待機期間がある場合など、臨時に宿所提供を行って、

治療につなげた。 

南事務所にあった相談窓口を１０月から、昼の居場所棟２階に移動した。結果、月平均の新規

相談者件数が、２０１６年度前期２３．８人であったのが、後期４８．７人となり、約２倍とな

った。 

実人数１，１９４人、のべ６，８２０人の相談を行った。相談のべ人数の内訳は、就労相談３

３９人、生活保護相談８７７人、健康・保健支援１，７８５人、その他相談・各種支援３，２１

４人、歯科相談会２１６人、健康・生活相談会３８９人。 

 

③ 西成区と協働した結核検診 

８月２２日～２５日、特掃登録者を対象に結核検診を実施した。５５６人が受診した。うち、

要医療者は 7人だった。要医療者のうち結核として発病、排菌している方はいなかった。 

 

 

④ 大阪府済生会と協働した健康診断 

９月１２日～１６日の５日間で、大阪府済生会の協力のもと、輪番労働者７５１人に対して、

健康診断を実施した。要医療と診断された者が１６８人で、４８人が当日の医療受診となった。

１０月以後健康診断の結果をもとに、相談支援を行い、受診勧奨・同行、治療継続の支援を行っ

た。 

 

４．社会的雇用創出事業 

 

① 自転車リサイクルシステム構築事業 

 ８月阿倍野区にある文の里商店街に、チャリティ自転車ポタリンを開店した。これまで自転車

リサイクルシステム構築事業で培った技術を活かすとともに、訓練終了後高齢者の働く場を作る

ことを目的としている。 

２０１６年度は、５７１台を解体してリサイクルし、２６６台分を組み立てて販売した。区役

所・一般企業の修理依頼を受けつけた。店舗来店を合わせて、自転車４７７台を修理した。 
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地域密着型就労自立支援事業参加者やひと花プロジェクトの職業体験参加者に対する技術指導

を行った。 

 

② 公園管理就労体験事業 

住之江公園においては大代興業株式会社と、住吉公園においては株式会社美交工業と、都市公

園管理共同体を構成し、指定管理者として運営の一端を担っている。当機構から両公園および花

屋ＢＯＮで８４人に対して、１，５６０人日の職場体験講習を活用した就労体験の機会を提供す

ることができた。 

３月をもって、花屋ＢＯＮを閉店することになった。当機構が組合員として参加している花屋

ＢＯＮを運営していた有限責任事業組合Ｗａｃ－ＬＬＰは、解散することとなった。 

 

③ 公園管理経験者訓練事業 

住吉公園・住之江公園において灌水、除草、樹木剪定、植栽などの作業に、園芸講習の経験者

及び地域密着型就労自立支援修了者１７人が参加、のべ８２７人日従事した。 

 

 

④ 内職作業提供事業 

民間企業からの受注により、就労の前段階に生活リズムを整えるなど準備期間が必要な方、疾

病や障がい等のために、すぐには就労に結びつきにくい方に対して、内職作業を提供した。年間

で、実人数１６人が作業をし、延作業人数は１，３３５人となった。1日平均工賃１，４１３円だ

った。 

 

⑤ 上徳谷農地再生リーダー育成事業 

大阪市立大学より、上徳谷農地再生リーダー育成事業を受託、柏原市の雁多尾畑未来農園にて、

農作業による中間的就労づくり及び技能者の育成に取り組んだ。のべ６２６人が就労した。 

２０１７年度に向けて文部科学省に新たな科学研究費を申請したが、採用されず、科学研究費

を活用した事業については、３月末で終了することになった。 

 

５．就労・生活連携型支援事業 

 

あいりん日雇労働者等自立支援事業地域密着型就労自立支援 

大阪市から、「あいりん日雇労働者等自立支援事業」内「地域密着型就労自立支援」を受託し、

原則として５５歳未満の日雇労働者に対し、適職分野での就職に結びつくように、能力、技術を

獲得できる講習を開催し、実地で活かす訓練を行い、自立に向けた支援を行った。あわせて地域

貢献を果たすことにより、地域住民の理解と協力を得られるよう努めた。 

   「ビルクリーニング・接遇」の１コースで実施した。２０１５年度より訓練の手当が廃止され

 たこともあり、本年度は参加者が５人にとどまった。常用就職につながった方がのべ１人、期間

 就職につながった方がのべ５人の結果となった。４０代の参加者２名については、大阪ホームレ

 ス就業支援センターの職場体験講習制度を活用し、就職支援セミナー受講や刈払機の資格取得を
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 経て、4 月からは、府営公園での園芸作業に就き、月１０万円以上の収入を得て、野宿・シェル

 ターからのステップアップに成功している。 

  地域密着型就労自立支援は２０１６年度をもって終了となった。西成特区構想との関連で開始

 された当事業は、社会再包摂と地域貢献を合わせた訓練事業として、生活困窮者自立支援法によ

 る運用変更で後退を余儀なくされたものの、今後の若年の就労困難・住居喪失者向けの非施設型

 施策の先鞭をつけた事業だった。事業の成果を詳らかにし、生活困窮者自立支援法見直しやホー

 ムレスの自立の支援等に関する特別措置法の基本方針に向けた提言を行い、必要な新しい対策の

 獲得につとめていく。 

 

６．地域活性化事業 

 

西成区単身高齢生活保護受給者の社会的つながりづくり事業 

大阪市西成区より受託し、単身高齢生活保護受給者の社会的つながりづくりと地域貢献による

西成区のイメージアップに取り組んだ。また、金銭の預かりや服薬の見守りが必要な方にサービ

スを提供した。また職業体験を実施した。 

社会参加プログラム登録者数１３７人、金銭管理プログラム登録者数１７人、服薬管理プログ

ラム１人、開所日数は３５９日。のべ参加人数は、１３，３８８人、そのうち居場所利用の人数

は５，９２２人だった。 

事業費は、減少を続け、２０１７年度は単年度赤字で運営する予定である。今後も地域におけ

る生活保護受給者の孤立の問題は深刻化すると予想され、社会参加や居場所への参加ニーズが継

続すると考えることから、事業の必要性について有効な手段で訴えるとともに、行政・地域と綿

密な調整しつつ新たな形での活動に乗り出せるよう試行すべき時にさしかかっている。 

 

７．その他の事業 

 

① 「ビッグイシュー」販売支援事業 

ビッグイシュー本社より遠い大阪南部での販売者の利便をはかるため、仕入れ中継点として

の役割を果たすとともに、さまざまな相談に応じた。販売希望者を受け付け、ビッグイシュ

ーへの橋渡しを行った。また、昼の居場所棟を活用したビッグイシュー販売説明会を開催し

た。特掃登録者への販売員募集の広報に協力した。 

 

② NHK 歳末助け合い 

２０１６年～２０１７年の越冬の取り組みに特別配布を受け、非常食、下着等を購入し、三

角公園や医療センター前布団敷きでの配布を行った。 

 

③ ネットワーク推進事業 

高校･大学等の学校関係者･学生、人権団体、法律家団体、労働団体、府内･他府県の地域団

体等幅広い層から釜ヶ崎地域視察を受け入れた。特別清掃での労働体験を受け入れた。 

西成区関連では「区政会議」「環境福祉・専門部会」「あいりん地域のまちづくり検討会議」
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「地域福祉アクションプラン策定･推進委員会｣｢包括支援センター運営協議会｣に委員として

参加した。あいりん地域モデルケース検討会議に参加した。 

     大阪市社会福祉協議会に評議員として参加した。 

西成区社会福祉協議会、今宮社会福祉協議会、ＮＰＯ法人まちづくり今宮に理事として参加し

た。 

「ホームレス支援全国ネットワーク」に副理事長として参加した。 

｢日本ソーシャルインクルージョン推進会議｣｢共生型経済推進フォーラム｣｢ＮＰＯまちづく

り今宮｣に参加。｢環境福祉学会｣「ソーシャルファームジャパン」「大阪環境ネットワーク」に

法人として参加した。 

 

④ 炊き出しによる食事の支援 

釜ヶ崎就労・生活保障制度実現をめざす連絡会（反失業連絡会）と協働し、炊き出しによる

食事支援を行った。 

 

⑤ 東田ろーじの運営 

２０１５年度の WAM 助成をもとに開始した東田ろーじの運営を、日雇労働者・ホームレス

生活者向け隣保事業の試行として、継続した。１００円食堂の開催は口コミで広がり、一時

は一回約６０人の参加に達したが、担当者が業務の合間に実施する体制のため、継続性に課

題を残した。また、地域の活動のために会場の貸与を行っているが、利用規則づくりや広報

などが不十分なレベルにとどまり、見直しが必要である。 

 

⑥ 人権・接遇研修の実施 

 ２０１６年度は、機構内で人権・接遇研修を実施できなかった。継続的な研修を行うこと

による人権意識の醸成、円滑なコミュニケーションのある職場・窓口づくりに課題を残した。 

 

 


